
                           
 

 

 

                                    

糸島市に住民票を有する以下の年齢に該当する方 
（※年齢は平成３０年３月３１日現在です。） 

   

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年８月１日（火）～平成３０年３月３１日（土）  

 

 

                                                                                                                                              

７００円 

      ◆市民税非課税・生活保護世帯の人は 無料 

※必ず受診する前に市役所で手続きが必要です 

【申請場所】市役所 新館１階 健康づくり課 

【申請にいるもの】印鑑・（生活保護の人）生活保護受給証 

 

７月下旬、受診券が対象者のご自宅に届きます。 

市内の指定歯科医療機関に予約し、受診券を持って健診を受けます。 
 

 

 

 

 

 

 

年齢 生 年 月 日 

４０歳 昭和５２年４月１日～昭和５３年３月３１日 

４５歳 昭和４７年４月１日～昭和４８年３月３１日 

５０歳 昭和４２年４月１日～昭和４３年３月３１日 

５５歳 昭和３７年４月１日～昭和３８年３月３１日 

６０歳 昭和３２年４月１日～昭和３３年３月３１日 

６５歳 昭和２７年４月１日～昭和２８年３月３１日 

７０歳 昭和２２年４月１日～昭和２３年３月３１日 

平成 29年度 糸島市歯周病健診のお知らせ 

当該歯科医院は糸島市歯周病健診指定歯科医療機関です！ 

実施方法 

このポスターに関する問い合わせ先 

糸島市役所 健康づくり課 健康推進係 

０９２－３３２－２０６９（直通） 

 

対象者 

         【問い合わせ先】 

糸島市役所 健康づくり課 健康推進係 

   ☎０９２－３３２－２０６９（直通） 

実施期間 

料金 

健診費 4,320 円の内、3,620 円を 

市が助成します！ 
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